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「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年 5 月 1 日施行の改正会社法に基づき、平成 27 年 6 月 12 日の取締役

会において、次の通り内部統制システム基本方針の一部改定について、決議いたしました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 
株式会社ユーシン精機 内部統制システム基本方針 

 

1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

法令遵守等に関する啓蒙、研修を実施し、コンプライアンス意識の浸透を図るこ

とと、違反行為の通報手順を定めた「内部通報規程」を制定しています。 

 

2．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

法令及び社内規程（「文書取扱規程」「内部情報管理規程」「情報システム管理規程」

等）により、情報の保存、管理を実行する体制としています。 

 

3．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

現状考えられる損失の危険については、その重要度により委員会を設置し対応、

協議する体制としています。 

また今後において当社に損失を与える事象が発生した場合は、直ちに担当役員が

取締役及び監査役に報告し、役員全員で協議対応する体制としています。 

  



 

4．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 

以下により取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保しています。 

  (1) 取締役会にて重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督をしています。 

   (2) 役員ミーティングにて取締役、執行役員、監査役との間で情報を共有して

います。 

   (3) 幹部会議、YSM 経営会議にて経営に関する重要事項の通達、状況把握、業

務指導を実施しています。 

  (4) 子会社会議の場で当社及び子会社に関連する情報を共有するとともに重要

な事項については審議決定を行っています。 

 

5．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会

社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

内部監査室による内部統制システムの整備を推進するとともに、子会社について

は「子会社管理規程」により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報を

子会社から当社への定期的な報告を義務付けております。 

また重要事項については取締役会等で協議し、課題の解決を図っております。 

 

6．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は取締役会のほか、経営会議等の必要とされる重要な会議に出席するとと

もに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当

社の取締役、使用人及び子会社の取締役にその説明を受けるものとしています。 

 

7．当社の監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制 

監査役の職務を補助すべき使用人については必要に応じて監査役スタッフを置く

ことが出来ます。また監査役スタッフへの指揮命令権は監査役に属するものとしま

す。 

 

8．監査役会または監査役等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は監査役会または監査役等へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたこ

とを理由として不利な取扱いを受けないことを確保し、その旨周知徹底しておりま

す。 

また「内部通報規程」により当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益

取扱いの禁止を明記しています。 



9．当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する

事項 

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく

費用の前払い等の請求をしたときは必要でないと認められた場合を除き、速やかに

当該費用または債務を処理することとしています。 

 

10．反社会勢力を排除するための体制 

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対して毅然とした態度で臨む

とともに、これら反社会勢力には警察等の関係専門機関との情報交換及び連携を密

接に行い、上記方針を社員に徹底しております。 

 

                          

                             以上 


